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概 要

本論文では，自然言語で記述された規則に従って実現される情報システムである， シス

テムにおけるアカウンタビリティの設計手法を提案する．アカウンタビリティとはシステムが次の機能

を持つことである．（ ）システムが提供する機能に関する利用者からの質問に対し，規則を根拠として説

明する機能．（ ）利用者が希望する処理結果を得るための入力パラメータの組合せの提案機能．本手法

では，まず規則からオントロジを作成し，概念を整理する．次に，原因結果グラフを用いて規則の形式化

を行い，これとユースケースモデルからアカウンタビリティを設計する．大学の履修管理システムを例

にケーススタディを行い，大学が定める履修規則を基にしたアカウンタビリティの設計を具体的に示す．
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1 はじめに

近年，電子政府・電子自治体への取り組みをはじ

めとして，社会システムの電子化が急速に押し進

められている．政治，行政，司法，金融，医療，交

通，教育，企業などが電子システム化され，それら

がネットワークを介して相互に接続され巨大な電子

社会システムが構築されつつある．われわれの日常

生活は，社会基盤としてのこのような電子社会シス

テムの上に成り立っている．したがって，電子社会

システムは，機能を単に提供するだけでは十分では

なく，われわれが安心して生活できることを保証で

きるように設計・構築され，かつ運用・保守されて

いる必要がある．

本学 21 世紀 COE プログラム「検証進化可能電

子社会」（拠点リーダー：片山卓也） [1] では，安

心できる電子社会システムが持っているべき要件

として，正当性，アカウンタビリティ，セキュリ

ティ，耐故障性，進化性の 5 つからなる安心性要

件を提案しており，本研究ではそのうちアカウン

タビリティ (Accountability) および進化容易性 (Ea
se-of-Evolution) 1 を対象としている 2．

1 ソフトウェアの進化性に加えて，われわれは進化のため

の変更コストを低減することも特に重要視しており，こ

れを進化容易性と呼ぶ．
2 アカウンタビリティの実現のため，必然的に正当性も一
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アカウンタビリティとは，情報システムが提供す

る機能に関する利用者からの質問に対して規則を根

拠として説明する機能，および利用者が希望する処

理結果を得るための入力パラメータの組合せの提案

機能の２つの機能を持つことである．

われわれは，これまでソフトウェアアーキテク

チャによるアカウンタビリティおよび進化容易性の

実現に向けた研究に取り組んでおり [2] [3]，既存の

情報システムに対して変更を加えずに両性質を付加

する実現アプローチによって構成された参照アーキ

テクチャを提案し，広く一般の電子社会システムが

採用している 3層モデルとの対応を示した [4]．

アカウンタビリティは，情報システムが従ってい

る規則，および情報システムに関わる複数のステー

クホルダの関心から設計されなければならない．ス

テークホルダは，一般利用者，業務担当者，社会規

則整備担当者，システム開発・保守担当者の 4種類

を考えているが，本稿では，一般利用者に対するア

カウンタビリティの設計手法，すなわち，自然言語

で記述された規則の概念をオントロジおよび原因結

果グラフを用いて整理し，一般利用者の関心事をモ

デル化したユースケースモデルを用いることにより

アカウンタビリティを設計する手法を提案する．

論文の構成は以下のとおりである．まず，2節で

本研究で対象としている Law-Defined システムお

よびアカウンタビリティについての定義とアカウン

タビリティの設計に関する課題を述べる．3節で課

題に対するアプローチと提案手法の詳細を説明し，

4 節で履修管理システムを対象としたケーススタ

ディを行い提案手法の適用結果を示す．5 節では，

いくつかの観点から本手法の考察を行う．最後に 6

節でまとめと今後の課題を述べる．

2 Law-Definedシステムにおけるアカウ
ンタビリティ

電子社会システムの規模や特徴はさまざまであ

り，社会における情報システムの位置付けによって

決まってくる部分が大きいため，どのような情報シ

ステムが電子社会システムであるかを一般的に定義

するのは難しい．そこで，電子社会システムを抽象

したシステムである Law-Defined システムを導入

し，それにアカウンタビリティを定義する．アカウ

ンタビリティを設計する上での課題を整理する．

部研究対象に含まれる．

2.1 社会規則と Law-Definedシステム
社会には，国や地方自治体が定める法令や，会社

などの各組織が定める各種規則があり，これらを総

称して社会規則と呼ぶことにする．社会規則は人や

電子社会システムの振る舞いを制約するものであ

り，電子社会システムは社会規則を完全に満たすよ

うに構築されていなければならない．さらに，社会

規則に従ってシステムが正しく構築されていること

を保証できること，または社会規則に従ってシステ

ムが正しく構築されていることを確認する手段を与

える必要がある．一方，社会は常に変化しており，

社会規則もそれに応じて適宜改定されていく．電子

社会システムは，社会規則の改定に応じてシステム

を迅速に進化させていかなければならない．そのた

めには低いコストでシステムを変更できる必要があ

る．社会規則の代表例は国や地方自治体が定める法

令である．社会規則は自然言語で記述され，条・項

または章・節などの単位によって構成される．こう

いった特徴を持つシステムを片山は Law-Defined
システムと呼んでいる．電子社会システムは Law-

Defined システムの一種と考えることができ，本研

究では Law-Defined システムを対象として議論を

行う．

社会規則は，階層的に体系化されているものとす

る．すなわち，上位の層の規則の効力は下位の層の

規則の効力に優先する．たとえば，日本国において

は最上位の層に日本国憲法があり，下位の層にある

すべての規則（法律など）に優先する．下位の層の

規則は上位の層の規則に反する内容であってはなら

ない．個々の社会規則には社会における規則の適用

範囲が決まっており，規則はその範囲内において効

力を持つ．社会規則は，その適用範囲内において人

と Law-Definedシステムの両方を支配する．

法令は基本的に，ある物事や事項が一定の条件に

該当する場合に，それに対して一定の効果を与え

ることを内容とする．これを法的要件と法的効果

という．法的効果には，権利，義務，禁止などがあ

る [5]．社会規則においても同様に考えることがで

き，Law-Definedシステムは，ある条件を満たした

ときにそれに対応する効果（機能）を正しく実現し

ていなければならない．この他，社会規則には, 各

種制約および条件の定義，事実記述，目的・趣旨，

用語・概念の定義，手続き・取扱い・ワークフロー

記述，計算式の定義などが含まれる．Law-Defined

システムを構築する際，社会規則に規定されている
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上記の内容すべてをシステム化する必要はなく，シ

ステムの提供する機能に関係する規則のみを選び出

し，それらをシステムの仕様に取り込んで開発を行

う必要がある．

2.2 アカウンタビリティ

一般にアカウンタビリティは説明責任と訳され，

出資者（行政は住民，企業は株主）に対し，判断で

きる材料を示して組織の活動や経営の内容を説明す

る責任を果たすという意味である [6]．本研究では，

この概念を Law-Defined システムに対して適用し，

以下のように定義する．

アカウンタビリティとは Law-Defined システム

が次の機能を持つことである：

1. システムが提供する機能に関する利用者から

の質問に対し，社会規則を根拠として説明す

る機能

2. 利用者が希望する処理結果を得るための入力

パラメータの組合せの提案機能

従来の電子社会システムにおいては，利用者から

投入された処理要求は人間の介在しないシステム内

部で，さまざまな条件を判断しつつ処理され，結果

のみが利用者に提示されるのが普通である．利用者

が処理結果の正当性に関する根拠を知りたいとき，

多くの場合において処理過程に人間が介在しないこ

とに加え，処理過程のすべてを把握している管理者

も存在しないため，人間がその質問に答えることは

困難となる．一方，システム自身が利用者からの質

問に答えるには，システムに実装されたさまざまな

条件や処理内容，およびその根拠となる社会規則を

示す必要があると考えられるが, 従来の情報システ

ムでは考慮されていない機能である．

また，電子社会システムの利用者は，さまざまな

データを入力して，システムが処理を行い，その結

果を受け取るという流れでシステムを利用すること

が多いと考えられる．そのとき，入力データには任

意性がある場合が多く，その入力値の違いによって

処理結果が変わってしまうことがある．従来の電子

社会システムでは，入力データと処理結果との関係

が明示的になっていないため，利用者の得たい処理

結果を得にくいという問題が起きる場合がある．利

用者の要求に応じて，入力パラメータと処理結果と

の関連をシステムが説明できれば，この問題は解決

できる．

2.3 アカウンタビリティ設計における課題

前節で定義したアカウンタビリティにより，電子

社会システムは社会規則を根拠として提示して利用

者からの質問に対して説明でき，その結果として利

用者はシステムを信頼でき，安心して生活できるよ

うになると期待できる．しかしながら，アカウンタ

ビリティを設計する上で，以下の課題があると考え

られる．

自然言語で記述された文書である社会規則か

らアカウンタビリティの抽出および形式化：

利用者からの質問に対する説明の根拠とし

てシステムが従っている社会規則を用いるた

め，システムが扱えるように自然言語で記述

された社会規則を形式化する必要がある．

ここで社会規則の形式化とは，2.1 節で述べ

たように社会規則は法的要件と法的効果が記

述されているものであるので，ある一定の条

件を満たした場合に対応する機能が提供され

るという関係を社会規則に記述されているす

べての事柄について冗長性のない形式言語で

記述することである．

形式化する際には，規則の意味を一意に決め

なければならない．しかし，実際には自然言

語で書かれた規則は，複数の解釈が可能であ

ることが多い．本研究では規則の解釈問題に

は立ち入らず，形式化すべき一意の意味があ

らかじめ与えられていることとする．

個々の Law-Defined システムに必要となる

アカウンタビリティの抽出：

Law-Definedシステムは，その実現および機

能について社会規則から制約を受けるが，社

会規則の適用範囲には人間系およびシステム

系の両方を含んでいることが普通なので，社

会規則を解析することにより，システム化す

る部分に対して制約を与える規則のみを選別

しなければならない．このためには，システ

ムの内部と外部を明確に分離してモデル化す

る必要がある．

社会規則における概念および概念間の依存関

係の再利用：

1節で述べたように，本研究ではアカウンタ

ビリティおよび進化容易性の実現を目的とし

ている．Law-Definedシステムにおける進化

容易性とは，システムを取り巻く社会や環境

の変化に応じて社会規則が改定されていくと
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図 1: アカウンタビリティを実現する参照アーキテクチャ

き，社会規則の改定に応じてシステムを容易

に変更でき，外部の社会環境に迅速に適応で

きることである．

ある社会規則における概念は，その社会規則

の適用範囲内のさまざまなシステムにおいて

も使用され得る．たとえば，A大学の履修規

則に出てくる概念（修了要件，取得単位，再

履修など）は，B大学の履修規則においても

ほとんどの部分が同様に使用可能である．ア

カウンタビリティは社会規則における概念か

ら抽出されるものであり，したがって，社会

規則における概念を再利用可能なかたちに抽

出できることが望まれる．

さらに，社会規則における概念を抽出し，概

念間の関係（特に依存関係）を定義しておけ

ば，規則の改正の際に概念間の関係を元にア

カウンタビリティの再設計を支援できると考

えられる．

3 アプローチと提案手法

2.3節で述べたアカウンタビリティ設計に関する

課題について，本研究でとるアプローチを基本とな

る考え方と共に示し，それに基づいた手法を提案

する．

図 1にアカウンタビリティを実現する参照アーキ

テクチャ [4] を示す．既存システムとユーザインタ

フェースとの間にラッパーの一種インターセプタ・

プロキシを配置し，通常の機能の呼び出しは既存シ

ステムで処理され，アカウンタビリティ機能の呼び

出しはアカウンタビリティサブシステムで処理され

る構造になっている．

本稿で対象としている一般利用者に対するアカウ

ンタビリティは，アカウンタビリティサブシステム

内の説明モジュールで実現される．説明モジュール

は，2.2 節で定義したアカウンタビリティ機能を提

供するために，既存システムが提供する「機能」およ

びその機能が実行される「条件」との関係を実装し

ていなければならない．したがって，「条件」と「機

能」との関係を社会規則から抽出する必要がある．

3.1 アプローチ

以下，各課題に対するアプローチを順に説明する．

原因結果グラフを用いた社会規則の形式化：

自然言語で記述された文書である社会規則か

らアカウンタビリティの抽出および形式化の

ために，原因結果グラフを用いるアプローチ

をとる．

原因結果グラフ [7] は，システムの外部機能

に関するテストケースの設計手法のひとつと

して提案されており，自然言語で記述された

仕様をより形式的な仕様に変換するための厳

密な方法である [8]．この方法は，外部仕様

の内容の意味を解析し，それを入力（原因），

出力および変換（結果）の間の論理関係とし

て，論理値グラフのかたちに表現するもので

ある．

社会規則には，「一定の条件を満たした場合

に，対応する機能が提供される」という条件

（法的要件）と機能（法的効果）との関係が書

かれているものと考えることができ，この論

理関係に基づいてアカウンタビリティを設計

する．

原因結果グラフの手法を仕様書ではなく社会

規則に適用すると，自然言語で記述された社

会規則の中から原因（条件）と結果（機能）

を識別し，それらを論理的に結合したグラフ

を得ることができる．

社会規則を形式化した原因結果グラフを利用

することにより，Law-Definedシステムが提

供する機能に対応するすべての条件を容易に

得ることができる．その条件の真偽およびそ

の条件が記述されている社会規則の条項等を

根拠として説明することにより，アカウンタ

ビリティ (1)が実現できる．

また，原因結果グラフにおいて，複数の条件

の真偽値の組合せによって異なる結果にな

る場合，条件の真偽値の組合せと結果を利
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用者に提示することにより，アカウンタビリ

ティ (2)を実現する．

Law-Definedシステムのユースケースモデル

を用いたアカウンタビリティのモデル化：

利用者が，システムの提供するありとあらゆ

る機能について質問できるようにする必要は

ない．なぜならば，利用者の主な関心は，シ

ステムのユースケースとしてとらえられるよ

うなビジネスロジックにあるからである．た

とえば，大学の履修管理システムの場合，学

生は現在の習得単位数で修了要件を満たして

いるかどうかや，科目の履修登録のための要

件（より入門的な科目の単位を取得済みであ

ることなど）を満たしているかどうかといっ

たことに関心があるのであり，その他の事柄

には関心がないのが普通である．

システム内のビジネスロジックにより実現

される機能と，システム外の利用者との関係

をモデル化するためにユースケースモデルを

用いる．アカウンタビリティはシステムが利

用者に提供する機能であるので，当然ユース

ケースとしてモデル化できる．

社会規則における諸概念に関するオントロジ

を作成：

社会規則にはその適用範囲に関するさまざま

な概念（ドメイン知識）が含まれている．概

念の間にはさまざまな関係がある．社会規則

に含まれる概念に関するオントロジを作成す

ることにより，概念の再利用および概念間の

関係の定義を行うことができる．これは，進

化容易性の実現のための一助になると考えて

いる．

社会規則に含まれる概念の抽出および関係

の定義を行うオントロジ作成作業は，原因結

果グラフを作成する上でも有効であると考え

る．文献 [7] では，「文書を読みながら，出

会った原因と結果のそれぞれに下線を引い

ていく」という方法により原因と結果を抽出

する方法を説明している．この方法による原

因結果グラフの作成は，作業が容易ではある

ものの，少々アドホックであるという欠点が

ある．

一方，社会規則に関するオントロジを作成す

るアプローチをとると，オントロジ作成の際

に概念間の関係（対照的な概念，推移的な概

図 2: アカウンタビリティ設計の流れ

念，必要条件となる概念など）の分析も合わ

せて行うことになるため，この分析結果を用

いることにより，システマティックに原因結

果グラフを作成でき，さらに，オントロジに

記述された論理式を利用して，原因結果グラ

フの整合性チェックを行うことができるとい

う利点がある．

3.2 提案手法

前節で述べたアプローチに基づいた提案手法の概

略を図 2に示す．

社会規則は，条・項または章・節などの各規則単

位で一意に識別可能な規則番号が与えられているも

のとする．これは機械的に付与できる．

本研究では，導入部でも述べたとおり，スクラッ

チからアカウンタビリティを持つ情報システムを構

築するのではなく，既存の情報システムにアカウン

タビリティを付加する方針で研究を進めている．こ

れは，現在既に電子社会システムが数多く存在する

中で，もし前者の方針をとる場合，アカウンタビリ

ティ実現するためには現存するすべてのシステムを

作りなおさなければならないという強い実現上の

制約が起きてしまうのを避けるねらいがある．した

がって，既存の情報システムのユースケース図は与

えられているものとして差し支えない．

以下，各ステップを順に説明する．

[1] オントロジの作成：

社会規則を解析して，社会規則に含まれる概

念と概念間の関係を抽出し，オントロジとし

て整理する．社会規則の適用範囲における，

社会規則には表れない背景知識を含めてオン
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トロジを作成すればより完全なドメイン知識

の体系が得られるが，アカウンタビリティの

設計のみを対象とした場合，あえて背景知識

を含める必要はない．

[2] 原因結果グラフの作成：

社会規則とオントロジを参考にして，原因結

果グラフを作成する．つまり，ある結果を引

き起こすすべての条件を洗い出す．単に社会

規則を読んで条件と結果を取り出すだけでな

く，オントロジを用いることによって条件に

あたる概念と他の概念との関係が明確になる

ので，より完全な原因結果グラフが作成でき

ることが期待できる．

また，[1] と [2] の間のステップを繰り返す

ことで，それぞれ別の観点から社会規則を解

析することになるため，両者を洗練させるこ

とができる．

[3] アカウンタビリティを追加したユースケース

図の作成：

既存の情報システムのユースケース図を参照

して，システムが提供する機能（ユースケー

ス）と，原因結果グラフの中の結果との対応

をとる．対応がとれるということは，アカウ

ンタビリティを提供できることを意味してい

る．そのユースケースに対応する，アカウン

タビリティ・ユースケースをユースケース図

にモデル化する．

上記のステップを踏むことで，アカウンタビリ

ティを追加した情報システムのユースケース図が得

られる．この後，アカウンタビリティユースケース

に対応する原因結果グラフ中の条件を基に，アカウ

ンタビリティを実装していけばよい．

4 ケーススタディ

大学の履修管理システムを例に取り上げ，本提案

手法を適用したアカウンタビリティの設計について

述べる．大学の履修管理システムは，大学が定める

履修規則に基づいて実現されていなければならない

ので Law-Definedシステムである．なお，履修規則

は本学のもの [9]を使用した．

4.1 履修管理システムの概要

履修管理システムは，学生の履修登録データを管

理しているシステムであり，学生からの履修登録要

求の処理や修了要件を満たしているかどうかの確認

図 3: 履修管理システムのユースケース図

図 4: 履修規則のオントロジ（抜粋）

などが行える．

図 3に本例題で扱う簡略化した履修管理システム

のユースケース図を示す．「履修登録・確認」ユー

スケースは，学生がシステムを使用して履修登録申

請を行う機能，および現在履修済みの科目一覧を確

認する機能である．「研究計画書提出」ユースケー

スは，学生がシステムを使用して研究計画書を提出

する機能である．

4.2 提案手法の適用

以下，図 2の設計手順に沿って各ステップの適用

結果について説明する．

[1] オントロジの作成：

履修規則を基に作成したオントロジの抜粋を

図 4に示す．履修規則の解析は，履修規則を

まず始めから終わりまで通読し，何度も出現

するような重要と思われる概念を取り出して

オントロジを構成していく方法をとった．

図 4中の楕円が概念クラスを表し，四角がプ

ロパティを表している．共通，導入，基幹，

専門，先端の各科目は講義科目のサブクラス

であり，かつ，講義科目は，プロパティ「分
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図 5: 履修規則の原因結果グラフ（抜粋）

野を持つ」により，ア～オのいずれかの分野

を最低ひとつ持つことが表現されている．

[2] 原因結果グラフの作成：

履修規則とオントロジを基に作成した原因結

果グラフの抜粋を図 5 に示す．履修規則の

解析は，オントロジの概念構造を参考にしつ

つ，各規則ごとに条件と結果を抜き出してい

く方法で行った．

図 5中の条件および機能は，以下である．条

件には C，機能には Eの記号と識別番号を与

える．

C9 :「I216の講義の単位を取得済み」

C13:「I222の講義の単位を取得済み」

C45:「博士前期課程の学生である」

C38:「副テーマの研究が終了している」

C22:「基幹・専門講義科目から 5科目以上，

導入・基幹・専門講義科目から 4分野 8

科目 16単位以上取得している」

C39:「研究計画の内容が十分である」

E1 :「I431を受講できる」

E33:「研究計画書が提出可能である」

E1は，専門科目（比較的高度な内容の科目）

を履修するためには，一定の受講条件（入門

的な科目が履修済みであること）を満たして

いる必要があることを表している．E33 は，

研究計画書を提出するためには，一定の条

件を満たしている必要があることを表して

いる．

また，条件および機能を履修規則から抽出

図 6: アカウンタビリティを追加した履修

管理システムのユースケース図

する際，規則番号と対応付けておくことでト

レーサビリティを確保する．C45は，規則番

号 4.3 および 4.4.4.2 に両方で使用される条

件である．

[3] アカウンタビリティを追加したユースケース

図の作成：

まず，既存の情報システムのユースケース

図（図 3）のユースケースと原因結果グラフ

（図 5）の「機能」との対応をとる．「履修登

録・確認」ユースケースにおいては，科目の

履修登録をするためには受講条件を満たして

いるかどうかのチェックを行う必要があると

いうことが，原因結果グラフからわかる．同

様に，「研究計画書提出」ユースケースにお

いても，研究計画書の提出条件を満たしてい

るかどうかをチェックする必要があることが

わかる．よって，これらのユースケースに対

応するアカウンタビリティ・ユースケースを

モデル化する．アカウンタビリティを追加し

たユースケース図を図 6に示す．

アカウンタビリティ・ユースケース「研究計

画書提出に関する質問をする」は，利用者が

ユースケース「研究計画書提出」を実行した

後で，なぜその処理結果になったのかについ

て質問があった場合に，原因結果グラフの条

件の論理値および関連する履修規則を示して

説明する機能である．

アカウンタビリティ・ユースケース「履修登

録に関する質問をする」では，利用者がある

科目を履修したいときに，どの科目を事前に

履修すべきかの選択肢を原因結果グラフの条
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件を用いて提示する機能である．

5 考察

大学の履修規則と履修管理システムを対象とし

て，部分的ではあるがアカウンタビリティの設計手

法の適用事例を示した．

アカウンタビリティの設計において，自然言語で

記述された社会規則からどのようにアカウンタビリ

ティの候補を抽出するかが重要なポイントとなる．

まずオントロジを用いて社会規則全般の概念構造を

整理し，次に条件–結果という因果関係を原因結果

グラフで表現する本アプローチは，社会規則からの

アカウンタビリティの抽出に有効であると考える．

オントロジと原因結果グラフとでは作成する際の

観点が異なるため，同じ社会規則の形式化を行って

いるにもかかわらず，表現している内容が異なる．

オントロジは，社会規則中の単語やフレーズ単位と

いう細かい粒度で構造化が行われる．原因結果グラ

フは，社会規則のひとつの規則番号について，条件

と帰結を抽出するため，比較的粗い粒度になる．互

いの良い点を利用できるように，アカウンタビリ

ティの設計手法にさらに工夫を加えていく予定で

ある．

オントロジの使用法については課題が残ってい

る．本稿では，主にオントロジをスケッチとしての

概念の構造化を行うために使用している．そのた

め，論理による概念構造の表現が弱い．RDFスキー

マや OWLによる記述も検討していきたい．

6 おわりに

本論文では，自然言語で記述された社会規則か

ら，オントロジ作成および原因結果グラフ作成を経

て，既存の Law-Definedシステムのユースケース図

にアカウンタビリティユースケースを追加するアプ

ローチによるアカウンタビリティの設計手法を提案

した．また，大学の履修管理システムを例に，簡単

なケーススタディを行った．

本手法の事例への適用は試行的なものであり，他

のシステムに対しても適用実験を行い，手法の有効

性を確認していく予定である．
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